
表２ 免税事業者が課税事業者となる場合の消費税の転嫁

ほぼすべ
て転嫁で
きる　　

転嫁できない区　分

売上階級
小計

一部しか
転嫁でき
ない　　

ほとんど
転嫁でき
ない　　

42.7％57.3％22.3％35.0％1,000万円以下　　　　　　　

49.8％50.2％22.6％27.6％1,000万円超　1,500万円以下

47.6％52.4％25.1％27.3％1,500万円超　2,000万円以下

51.7％48.3％22.4％25.9％2,000万円超　2,500万円以下

54.6％45.4％19.1％26.3％2,500万円超　3,000万円以下

47.7％52.3％22.6％29.7％全　　　体

中小企業庁アンケート調査（調査時期2002年8月～9月）

表１ 税目別の租税の滞納状況
単位：億円、％

滞納整理中
のものの額

整理済額
新規発生
滞 納 額

区分

税目 前年比前年比前年比

93.224,84297.113,98590.612,15913
全税目
合　計

90.622,51995.613,36990.811,04614

89.820,22893.912,54992.910,25815

93.14,462101.51,75396.91,42113源
泉
所
得
税

税

目

別

の

内

訳

94.74,22594.41,65499.71,41714

93.13,93597.81,61893.71,32815

92.96,70594.82,62586.02,11613申
告
所
得
税

91.06,10196.52,53291.11,92814

89.25,44599.22,51396.31,85715

84.63,63793.32,41385.21,74913
法
人
税

80.22,91795.92,31391.11,59314

86.92,53683.41,92897.11,54715

95.83,64998.01,19373.11,03313
相
続
税

91.33,33185.21,01767.769914

86.82,890117.11,191107.375015

98.26,18398.55,91196.95,79513
消
費
税

93.55,78397.15,74292.25,34214

91.65,29690.95,22288.64,73515

82.120686.590104.74513そ
の
他
税
目

78.6162123.3111148.96714

77.812669.47761.24115

（地方消費税を除く）
平成16年７月国税庁発表資料「平成15年度租税滞納状況について」

は
じ
め
に

平
成
１６
年
７
月
、
国
税
庁
は
「
平
成
１５
年
度
租
税

滞
納
状
況
に
つ
い
て
」
を
発
表
し
た
。

表
１
を
ご
覧
頂
き
た
い
。
新
規
発
生
滞
納
額
を
み

る
と
、平
成
１５
年
度
１
兆
２
５
８
億
円
。そ
の
う
ち
、

消
費
税
が
約
４６
％
、
４
７
３
５
億
円
を
占
め
て
い

る
。
そ
れ
で
も
、
前
年
比
８８
・
６
％
で
あ
る
。
滞
納

残
高
に
つ
い
て
は
、
平
成
１４
年
度
は
１
兆
１
５
２
５

億
円
に
達
し
て
い
る
（「
第
１
２
８
回
国
税
庁
統
計

年
報
書
」）。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
現
行
消
費
税
に
根
本
的
な
欠

陥
が
存
在
す
る
よ
う
に
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
ま
た
、

近
時
の
改
正（
総
額
表
示
、
免
税
点
の
引
下
げ
）は
、

さ
ら
に
そ
の
矛
盾
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
え

て
な
ら
な
い
。

２
０
０
２
年
８
〜
９
月
に
実
施
さ
れ
た
、
中
小
企

業
庁
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
表
２
）
に
よ
れ
ば
、「
消

費
税
の
転
嫁
」
に
つ
い
て
、「
ほ
と
ん
ど
・
一
部
し
か

転
嫁
で
き
な
い
」
と
回
答
し
た
事
業
者
は
、
売
上
階

級
１
０
０
０
万
円
超
３
０
０
０
万
円
で
４５
・
４
〜
５２

・
４
％
、
ほ
ぼ
半
数
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
財
務
省
発
表
の
平
成
１５
年
９
月
、「
国

の
貸
借
対
照
表
（
試
案
）
平
成
１３
年
度
版
（
財
政
事

情
の
説
明
手
法
に
関
す
る
勉
強
会
）」
に
よ
る
と
、

（
負
債
―
資
産
）の
額
は
、平
成
１３
年
３
月
末
で
は
、

１
８
３
・
７５
兆
円
、
１４
年
３
月
末
で
は
、
２
０
０
・

２５
兆
円
に
達
し
て
い
る
。

こ
の
上
さ
ら
に
、
巷
間
で
さ
さ
や
か
れ
て
い
る
消

費
税
率
の
引
上
げ
を
含
む
大
増
税
と
な
れ
ば
、
転
嫁

で
き
な
い
と
す
る
割
合
が
、
さ
ら
に
上
昇
し
、
廃
業

に
追
い
込
ま
れ
る
事
業
者
も
出
て
こ
よ
う
。
私
は
、

「
転
嫁
の
問
題
」
こ
そ
、
現
行
消
費
税
の
最
大
の
欠

陥
で
あ
る
と
思
う
。

消
費
税
を
本
体
価
格
に
転
嫁
で
き
な
い
と
す
れ

ば
、
消
費
税
を
負
担
し
て
い
る
の
は
、
事
業
者
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
、
間
接
税
た
る
消
費
税
と

い
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
に
消
費
税
を
負
担
し

て
い
る
消
費
者
も
納
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
ろ
そ
ろ
、「
事
業
者
」
を
納
税
義
務
者
の
地
位
か

ら
解
放
し
、
メ
イ
ン
ス
テ
ー
ジ
に
「
最
終
消
費
者
」

た
る
個
人
に
登
場
し
て
い
た
だ
く
時
期
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
消
費
に
対
す
る
課
税
の
あ
り
方
を
「
間

接
税
型
」
か
ら
「
直
接
税
型
」
に
移
行
す
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
「
直
接
税
型
」
こ
そ
、「
個
人
支
出
税
」

な
の
で
あ
る
。

個
人
支
出
税

個
人
支
出
税
は
、「
最
終
消
費
者
た
る
個
人
を
納
税

義
務
者
と
す
る
」
直
接
税
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
現
行
消
費
税
が
実
際
の
消
費
に
対
し
課

税
す
る
の
に
対
し
、
個
人
支
出
税
で
は
、「
消
費
に
充

て
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
原
資
」
を
課
税
ベ
ー
ス
と
し
て

採
用
す
る
。
算
式
で
表
す
と
、

所
得－

貯
蓄＝

課
税
ベ
ー
ス

と
な
る
。

算
式
中
、貯
蓄
に
は
預
貯
金
だ
け
で
な
く
、借
入
、

有
価
証
券
の
売
買
、
不
動
産
の
売
買
等
も
含
ま
れ

る
。次

に
、
個
人
支
出
税
が
ど
の
よ
う
に
徴
収
さ
れ
る

の
か
説
明
し
よ
う
。

徴
収
の
流
れ

従
来
、
個
人
は
消
費
の
都
度
、
課
税
事
業
者
に
消

費
税
を
支
払
っ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、「
個
人
支
出
税
」
で
は
消
費
の
都

度
、
課
税
事
業
者
に
支
出
税
を
支
払
う
こ
と
は
し
な

い
。
つ
ま
り
、
課
税
事
業
者
は
「
個
人
支
出
税
」
の

舞
台
に
は
存
在
し
な
い
。

で
は
、
個
人
は
い
つ
支
出
税
を
徴
収
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

給
与
所
得
者
を
例
に
し
て
説
明
し
よ
う
。

雇
用
者
は
、
給
与
所
得
者
か
ら
、
給
与
支
給
時
に

「
個
人
支
出
税
源
泉
徴
収
票
」
に
よ
り
「
個
人
支
出

税
額
」
を
天
引
き
し
て
、
そ
の
税
額
を
翌
月
１０
日
ま

で
に
収
め
る
。
又
は
、
支
給
総
額
に
一
定
の
税
率
を

乗
じ
て
計
算
す
る
。

こ
の
「
個
人
支
出
税
源
泉
徴
収
票
」
で
あ
る
が
、

総
務
庁
統
計
局
「
家
計
調
査
年
報
」、同
「
全
国
消
費

実
態
動
向
調
査
」
等
、
収
入
と
消
費
に
関
す
る
資
料

は
多
数
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
を
参
考
に
す
れ
ば
よ
い

と
考
え
る
。

「
個
人
支
出
税
」
の
精
算

現
代
は
、
雇
用
の
あ
り
方
が
多
様
化
し
て
い
る
の

で
、
い
く
つ
か
の
類
型
に
分
け
て
、
ど
の
よ
う
に
精

算
が
行
わ
れ
る
の
か
、
説
明
し
よ
う
。

①
正
社
員
、
パ
ー
ト
の
場
合
は
、「
個
人
支
出
税
」

の
年
末
調
整
又
は
、
確
定
申
告
に
よ
り
、
精
算

が
行
わ
れ
る
。

②
契
約
社
員
、
外
注
者
の
場
合
は
、
金
員
が
支
払

わ
れ
た
と
き
に
天
引
き
さ
れ
た
そ
の
年
の
「
個

人
支
出
税
の
源
泉
徴
収
票
」
を
も
っ
て
、
確
定

申
告
を
行
い
、精
算
す
る
。所
得
税
と
同
様
に
、

給
与
、
外
注
費
等
に
対
し
、「
源
泉
徴
収
票
」
を

使
用
し
て
、
支
出
税
を
天
引
き
す
る
。

③
派
遣
社
員
等
の
場
合
は
、
派
遣
元
で
年
末
調
整

又
は
、
確
定
申
告
に
よ
り
、
精
算
す
る
。

「
所
得－
貯
蓄
」

給
与
所
得
者
を
例
に
し
て
説
明
す
る
と
、
消
費
に

充
て
る
こ
と
が
出
来
る
金
額
は
、
給
与
（
天
引
き
さ

れ
る
社
会
保
険
料
、
源
泉
所
得
税
、
住
民
税
）
で
あ

る
。足

り
な
い
時
は
、
預
貯
金
か
ら
引
き
出
し
、
余
っ

た
時
は
、
預
貯
金
に
預
入
す
る
。
正
確
に
は
、「
所
得

±

貯
蓄
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
、
青
色
個
人
事
業
者
の
場
合
を
見
て
み
よ

う
。算

式
中
の
「
所
得
」
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
書

に
添
付
す
る
「
青
色
決
算
書
」
の
青
色
控
除
前
の
金

額
を
基
準
に
、
給
与
所
得
者
と
同
じ
よ
う
に
、
社
会

保
険
料
、
源
泉
所
得
税
、
住
民
税
を
控
除
し
て
求
め

る
。

さ
ら
に
、
個
人
事
業
者
に
は
源
泉
徴
収
制
度
が
な

い
の
で
、
年
税
額
を
１２
で
除
し
、
そ
の
金
額
を
５
月

か
ら
翌
年
４
月
ま
で
予
定
納
税
を
行
え
ば
、
給
与
所

得
者
と
ほ
ぼ
同
じ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

違
っ
た
観
点
か
ら
、
２
つ
程
例
を
あ
げ
よ
う
。

親
が
子
供
に
小
遣
い
を
渡
し
た
場
合

ま
ず
、
子
供
は
、「
個
人
支
出
税
」
の
確
定
申
告
は

し
な
い
。
そ
の
分
は
、
親
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る

（
所
得
の
マ
イ
ナ
ス
項
目
に
は
な
ら
な
い
）。

子
供
が
、
正
月
に
親
戚
か
ら
も
ら
う
「
お
年
玉
」

等
に
つ
い
て
も
、
同
様
に
考
え
れ
ば
い
い
。

マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
す
る
場
合

４
８
０
０
万
円
の
マ
ン
シ
ョ
ン
を
購
入
す
る
た
め

に
、
１
０
０
０
万
円
は
貯
金
を
引
き
出
し
、
残
り
の

４
０
０
０
万
円
に
つ
い
て
は
ロ
ー
ン
を
組
ん
で
借
入

れ
し
た
と
す
る
。

支
払
い
を
済
ま
せ
た
と
こ
ろ
、
５０
万
円
余
っ
た
の

で
、
貯
蓄
し
た
。

こ
の
場
合
、「
貯
蓄
」
は
、
１
０
０
０
万
円
＋
４
０

０
０
万
円－

５０
万
円＝

４
９
５
０
万
円
、
と
な
る
。

貯
蓄
等
の
年
間
増
減
額
の
計
算

さ
て
、
上
記
の
算
式
の
う
ち
、
所
得
は
「
個
人
支

出
税
源
泉
徴
収
票
」、「
青
色
決
算
書
」
等
で
求
め
ら

れ
る
が
、
貯
蓄
等
の
増
減
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
よ
い
か
。

ま
ず
、
考
え
ら
れ
る
の
が
、
証
明
書
の
発
行
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、
預
貯
金
、
有
価
証

券
、借
入
等
の
情
報
を
一
元
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

個
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
す
恐
れ
が
生
じ
よ
う
。

そ
こ
で
、
預
貯
金
等
の
増
減
を
個
別
に
計
算
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
預
貯
金
の
増
減

を
消
費
と
み
な
す
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
預
貯
金
の
引
出
し
、
有
価
証
券
の

売
却
、
借
入
等
に
つ
い
て
、
各
々
の
金
額
に
一
定
の

税
率
を
課
し
、
逆
に
、
預
貯
金
の
預
入
、
有
価
証
券

の
購
入
、
借
入
金
の
返
済
に
つ
い
て
は
マ
イ
ナ
ス
の

消
費
と
み
な
し
、
支
出
税
の
持
ち
戻
し
を
行
う
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
を

避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

個
人
支
出
税
の
税
率
等

「
支
出
税
」
と
い
え
ば
、
日
本
の
多
く
の
学
者
は

「
イ
ン
ド
で
の
失
敗
」
の
一
言
で
思
考
停
止
で
あ
る

が
、
今
や
、
世
界
の
支
出
税
の
研
究
は
、
理
論
段
階

か
ら
実
現
可
能
性
を
視
野
に
入
れ
た
研
究
へ
と
進
ん

で
い
る
。
現
に
、
ア
メ
リ
カ
上
院
で
は
、
実
際
に
、

支
出
税
の
法
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

イ
ン
ド
政
府
に
招
聘
さ
れ
、
支
出
税
を
含
む
税
制

の
デ
ザ
イ
ン
を
構
築
し
た
カ
ル
ド
ア
は
、
失
敗
の
原

因
の
一
つ
と
し
て
、
議
会
の
介
入
に
よ
り
、
当
初
の

カ
ル
ド
ア
案
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
法
案
が
議
会

を
通
過
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

わ
が
国
で
は
、
イ
ン
ド
で
の
失
敗
に
鑑
み
、
税
率

は
、
単
一
と
し
、
い
っ
さ
い
の
免
税
項
目
等
特
例
は

作
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

個
人
支
出
税
の
利
点

消
費
税
の
課
税
事
業
者
に
と
っ
て
は
、
新
た
に
、

個
人
支
出
税
の
源
泉
徴
収
義
務
を
負
う
が
、
転
嫁
の

問
題
解
消
、
事
務
負
担
の
軽
減
等
の
利
点
が
考
え
ら

れ
る
。

課
税
当
局
に
と
っ
て
は
、末
端
の
各
税
務
署
に「
個

人
支
出
税
」
確
定
申
告
等
の
業
務
が
増
す
が
、
滞
納

税
額
が
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。

個
人
に
と
っ
て
は
、
消
費
の
都
度
、
徴
収
さ
れ
て

い
た
消
費
税
が
な
く
な
り
、
面
倒
が
減
る
が
、「
個
人

支
出
税
」
の
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
三
者
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る

と
、
現
行
消
費
税
に
変
え
、「
個
人
支
出
税
」
を
導
入

す
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
無
理
の
な
い
こ
と
と
思

う
。
現
行
消
費
税
の
一
番
の
問
題
点
で
あ
る
転
嫁
の

問
題
を
解
決
す
る
た
め
、「
個
人
支
出
税
」
の
導
入
に

は
、
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
考
え
る
。

日
本
が
世
界
で
最
初
に
「
支
出
税
」
を
導
入
し
、

成
功
し
た
国
に
な
っ
て
欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

消
費
税
か
ら「
個
人
支
出
税
」へ

転
嫁
の
問
題
を
根
本
的
に
解
決
す
る
た
め
に
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